
発注者支援業務（工事監督支援業務・積算資料作成業務）の概要 

１ 目的 
公共土木施設整備等に関する各種工事や災害復旧工事（災害復旧に関連する工事等含む）の実施に

際し工事監督支援業務や積算資料作成業務を外部委託することで、迅速かつ円滑な工事進捗を図るも

の。  

２ 適用工事と適用基準 
(１) 適用工事 

岩手県県土整備部が発注する下水道及び建築・設備関係事業を除く工事に適用するものとする。 

 (２) 適用基準 

設計業務等共通仕様書、特記仕様書、発注者支援業務積算基準等に基づき施行するものとする。 

３ 業務の内容 

 (１) 工事監督支援業務 

    工事監督支援業務は、工事発注後において、工事目的物の寸法、位置、使用する材料の材質

等についての適否の確認及び監督員への報告や、工事受注者から提出される資料と現場状況

の照合及び設計変更協議用資料の作成等の監督補助を行うもの。 

  ア 業務の範囲 
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工事発注 

工事受注者との協議 

                             ［業務受託者］ 
 
 
 

① 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く） 
  受注者は、発注者から示された様式、条件を踏まえ以下の業務を実施する。 
 ・工事の設計図書等に基づく工事受注者に対する指示、協議に必要な資料作成［提出］ 
 ・工事受注者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合［報告］ 
 ・現地確認及び調査・検討に必要な資料作成［報告又は提出］ 
 ・工事の設計変更若しくは報告事項に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料作成［提出］ 
② 請負工事の施工状況の照合等 
  受注者は、関係法令、請負工事の契約書及び設計図書、「岩手県県土整備部建設工事（土木）

監督技術基準等」等の内容を十分に理解（注１）し、以下の業務を適正に実施すること。 
 ・使用材料（支給材料等を含む）について設計図書との照合［立会・報告］ 
 ・施工状況（段階確認）について設計図書との照合［立会・報告］ 
 ・設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事受注者に伝え、結果を報告［立会・報告］ 
 ・不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告［立会・報告］ 

（注１）工事に係る契約図書の内容把握と施工計画書により施工計画の概要、施工体制の把握を必ず行う。 

③ 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 
地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料（構造計算、比較設計、 

工事監督支援業務 

施工状況の確認 
（材料確認・立会等） 

監督員への報告 変更設計資料作成 

 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 実施体制 

     ［発注者］            ［業務受託者］         ［工事受注者］ 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 担当技術者は、管理技術者の管理下のもとにおいて作業を行う。なお、工事監督支援業務は、

管理技術者と担当技術者の兼務することができない。 

② 管理技術者の行う業務 

・３の(１)のアの内容について担当技術者が適切に行うように指揮監督 
    ・工事管理（契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確認、必要に応じ

て調査職員に技術的助言を行う。） 
③ 担当技術者の行う業務 

   ・工事受注者又は外部から通知等を受けた場合は速やかに調査職員にその内容を正確に伝える。 
・工事受注者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に伝える。 

    ・管理技術者に指示された内容を適正に実施し、設計図書に定めのある他、工事受注者に対し

て指示、又は承諾を行ってはならない。 
・工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞無く調査職員に報告する。 

    ・災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報収

集を行う。 
  ウ 業務形態 
   ① 原則発注された振興局等管内（注２）に執務室を用意し、担当技術者は執務室で業務を行うもの

とする。（担当技術者の常駐義務はない。） 
 （注２）振興局等管内とは地域要件設定基準の所管区域と同様。 

   ② 担当技術者は、毎週少なくとも１回は各現場において段階確認や立会い等ができるよう適宜

配置するものとする。 

工事完成 

目的物の引渡し 

 
工事監督職員 
（調査職員） 

管理技術者 

担当技術者 

現場代理人 
監理技術者 
主任技術者 

指示・承諾 

指導（把握・ 
指示・調整） 

報告 
協議・報告 

立会・確認結果報告 連絡若しくは通知 

詳細な構造図等は除く）の作成及び立会いを行い、その結果を報告又は提出する。 
④ 工事検査等への臨場 

調査職員の指示に従い、工事監督職員のもと、中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査（性

質上可分の工事の完済部分検査を含む）、完成検査等に臨場する。 
⑤ その他 

毎週少なくとも１回は、現場の安全施設の設置状況や施工状況の確認及び把握を行い、工事契

約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告する。また、災害発生時及び、その恐れが

ある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報の収集等を行う。 
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(２) 積算資料作成業務 

積算資料作成業務は、工事の積算に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、

積算資料等の作成支援を行うもの。 

 ア 業務の範囲 

 

  [設計業務受託者] 

 

      [発注者] 

 

    [業務受託者] 

 

    [業務受託者] 

 

 

【業務範囲】 

 

      [発注者] 

 

       [発注者] 

 

       [発注者] 

 

       [発注者] 

  

イ 実施体制 

 

 

 

    

① 業務は、打合せ・協議の上実施するものであり、指示は調査職員から管理技術者に対して提

出期限を付して行われる。 

   ② 担当技術者は、管理技術者の管理下のもとにおいて作業を行う。なお、積算資料作成業務は、

管理技術者と担当技術者の兼務することができる。 

４ 報告及び成果品 
(１) 報告 

受注者は、実施した業務の内容とその他必要事項を記入した業務報告書を作成し、月毎にまと

めて書面で提出。業務完了時に継続して処理すべき事項がある場合は、引継事項記載書で提出。 
(２) 成果品 

４の(１)で作成した業務報告書及び引継事項記載書が成果品となる。 

調査職員 管理技術者 

指示・承諾 

詳細設計 

発注方針の決定 

工事図面作成 

工事数量集計 

積算システム入力 

発注図書の確定 

① 設計成果品の内容把握 

発注者からの貸与された設計成果品（報

告書）について、設計思想、留意事項及び

その他必要事項について十分に把握する。 
② 関連工事の把握 

調査職員より密接に関連する工事の指

示があった場合は、その関連する工事との

調整事項等を適正に把握する。 
③ 工事発注図面及び数量総括表（数量計算

書）の作成 

  受注者は、契約図書等に明示された工事

に関する設計成果等の貸与資料を基に、協

議・打合せの上、工事設計書として必要な

加工、追加等を行い、工事発注図面、数量

総括表（数量計算書）を作成する。ただし、

応力計算、安定計算等は含まない。 

積算資料作成業務 

予定価格の作成 

入札・契約 

担当技術者 

指導（把握・指示・調整） 

協議・報告 報告 

成果品データ提出 
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５ 技術者要件 

管理技術者ならびに担当技術者の要件は次のとおりとし、照査技術者の配置は求めない。なお、工

事監督支援業務の管理技術者は担当技術者を兼ねることはできない。 

(１) 管理技術者 

   以下のいずれかに該当する者であること。 

 ① 技術士（総合技術監理部門（建設）） 

② 技術士（建設部門） 

③ ＲＣＣＭ（建設部門） 

④ 大学・高等専門学校卒業後道路、河川、砂防及び海岸、鋼構造及びコンクリート、トンネル、

港湾及び空港のいずれかの部門の業務の技術者としての経験が20年以上の者 

⑤ 高等学校・専修学校卒業後道路、河川、砂防及び海岸、鋼構造及びコンクリート、トンネル、

港湾及び空港のいずれかの部門の業務の技術者としての経験が 25 年以上の者 
⑥ 一級土木施工管理技士 

(２) 管理技術者の業務経験 

業務経験は定めないことを基本とする。  

 (３) 担当技術者 

   ５の(１)のほか以下のいずれかに該当する者であること。 

  ・技術士補（建設部門） 

  ・二級土木施工管理技士 

  ・公共工事の発注者 (注３)として、道路、河川又は港湾関係の技術的行政経験を１０年以上有する

者 
   ・国、地方公共団体、特殊法人等 （注４）、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民

間企業が発注した土木工事に関する発注者支援業務（積算技術業務、技術審査業務及び工事監督

支援業務等）、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業

務の概略・予備・詳細設計、土木工事における監理技術者の業務の実務経験が１年以上のもの 
（注３）「公共工事の発注者」とは、国、都道府県、政令市又は特殊法人等で職員として従事したことをいう。 

（注４）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条に規定する法人 

（日本道路公団など、同条に規定する法人の組織改編前の法人も含む）をいう。 

６ 入札参加資格の設定 

 4 



 

業種区分 土木関係建設コンサルタント 

申請業務区分 
道路、河川、砂防及び海岸、鋼構造及びコンクリート、トンネル、港湾及び空港

のいずれかの業務 

業務実績要件 

過去 10 年間に元請として道路、河川、砂防及び海岸、鋼構造及びコンクリート、

トンネル、港湾及び空港のいずれかの業務に係る設計業務を受注した実績を有する

こと 

会社としての

技術者要件 

会社として以下のいずれかの条件を満たすこと。 
① ５の(１)のいずれかの技術者を２人以上擁する者 
② 国土交通省の建設コンサルタント登録（道路、河川、砂防及び海岸・海洋、鋼

構造及びコンクリート、トンネル、港湾及び空港のいずれかの部門）を行ってい

る者 
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